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一 般 質 問  〜 市政を問う 〜

　
愛
知
県
西
尾
張
地
方
税
滞

納
整
理
機
構
は
市
税
等
の
滞

納
整
理
を
行
う
専
門
組
織
で

あ
る
が
、
徴
収
事
務
を
市
か

ら
機
構
に
移
管
さ
れ
る
対
象

と
な
る
人
は
。

総
務
部
長
市
税
等
の
滞
納

額
が
30
万
円
以
上
で
、
徴
収

困
難
で
、
納
税
資
力
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
人
で
あ
る
。

　
ど
の
段
階
で
滞
納
整
理
機

構
に
移
管
さ
れ
る
の
か
。

総
務
部
長
納
期
限
後
に
督

促
状
や
年
2
回
の
催
告
書
の

送
付
、
徴
収
嘱
託
員
が
臨
戸

訪
問
し
、
予
告
通
知
兼
催
告

書
を
送
付
し
て
も
期
限
ま
で

に
納
税
や
連
絡
が
な
い
場
合

は
機
構
に
引
き
継
が
れ
る
。

　
滞
納
処
分
で
差
し
押
さ
え

て
い
る
財
産
の
売
却
を
猶
予

し
、
分
割
納
付
を
認
め
る
換

価
の
猶
予
が
あ
る
が
、
法
に

定
め
ら
れ
た
換
価
の
猶
予
に

よ
る
分
割
納
付
と
法
に
定
め

の
な
い
分
割
納
付
が
あ
る
。

　
そ
の
理
由
と
そ
の
場
合
の

延
滞
金
は
ど
う
な
る
の
か
。

総
務
部
長
法
に
定
め
ら
れ

た
換
価
の
猶
予
は
、
猶
予
期

間
中
の
延
滞
金
は
9
・
1
％

が
1
・
8
％
に
軽
減
さ
れ
る
。

納
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
場

針
の
骨
格
、
市
の
保
育
所
を

取
り
巻
く
現
状
、
統
合
民
営

化
の
必
要
性
、
そ
の
具
現
化

合
、
直
ち
に
全
額
を
納
税
す

る
義
務
が
あ
る
。

　

法
に
定
め
が
な
い
分
割
納

付
は
納
税
者
の
事
情
を
考
慮

し
て
認
め
る
も
の
で
、
期
限

内
の
納
税
者
と
の
公
平
性
か

ら
正
当
な
理
由
も
な
く
延
滞

金
を
減
免
す
る
こ
と
は
な

い
。

　
す
で
に
滞
納
し
て
い
る
人

も
換
価
の
猶
予
を
適
用
す
べ

き
で
は
。

総
務
部
長
換
価
の
猶
予
は

原
則
1
年
の
範
囲
内
の
分
納

と
完
遂
が
条
件
で
大
変
厳
し

い
が
、
要
件
を
満
た
せ
ば
適

宜
対
応
し
て
い
く
。

愛
西
市
公
立
保
育
所
は

今
後
ど
う
な
る
か

　
公
立
保
育
所
4
園
で
定
員

割
れ
が
続
い
て
い
る
。
今
年

の
6
月
に
は
私
立
1
園
が
閉

園
に
な
っ
た
。
保
育
士
の
確

保
も
困
難
な
状
況
で
あ
る
。

愛
西
市
保
育
所
等
基
本
方
針

検
討
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た

が
、
実
施
状
況
と
審
議
事
項

は
。子育

て
部
長
公
立
保
育

所
の
運
営
方
針
を
策
定
す
る

背
景
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
、
方

に
向
け
た
基
本
的
方
針
を
ま

と
め
た
素
案
の
審
議
を
行
っ

た
。

納税困窮者の負担軽減を
髙松 幸雄 議員

　要件を満たせば適宜対応していく
総務部長

▲部屋で遊ぶ園児たち（佐屋中央保育園）


